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児
童
手
当
制
度
の
拡
充

水
道
週
間
が
始
ま
り
ま
す

穂
高
地
域
・
開
発
事
業
の
承
認

　
平
成
１９
年
４
月
１
日
か
ら
児
童
手
当

制
度
が
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。
３
歳
未
満

の
児
童
に
対
す
る
手
当
額
が
、
出
生
順

位
に
関
わ
ら
ず
一
律
月
１
万
円
と
な
り

ま
し
た
。
改
正
後
の
最
初
の
支
給
月
と

な
る
１９
年
６
月
は
、
２
月
か
ら
５
月
分

の
手
当
を
支
給
し
ま
す
が
、
２
月
お
よ

び
３
月
分
は
、
改
正
前
の
金
額
、
４
月

お
よ
び
５
月
分
は
改
正
後
の
金
額
の
合

計
額
を
支
給
し
ま
す
。

�
３
歳
以
上
の
児
童
手
当
の
額
、
支

給
対
象
年
齢
お
よ
び
所
得
制
限
限
度

額
は
現
行
ど
お
り
で
す
。
ま
た
、
今

回
の
改
正
に
つ
い
て
新
た
な
手
続
き

な
ど
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
　
健
康
福
祉
部
児
童

　
保
育
課
児
童
係
（
℡
８１
・
０
７
２
７
）

　
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　
福
祉
係

　
市
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
に
安
全
で

お
い
し
い
水
を
お
届
け
す
る
た
め
、
適

切
な
水
質
管
理
や
配
水
施
設
の
管
理
に

努
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
安
全
で
豊

富
な
水
を
供
給
す
る
た
め
に
は
、
水
源

の
汚
染
防
止
お
よ
び
保
全
に
一
人
ひ
と

り
関
心
を
持
つ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
年
の
水
道
週
間
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は

「
水
道
が
う
る
お
す
日
々
の
健
や
か
さ
」

で
す
。
こ
の
機
会
に
水
の
大
切
さ
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
　
豊
科
総
合
支
所
内
上

　
下
水
道
部
上
水
道
課

　
　
　
　
　
　
　（
℡
７２
・
３
１
１
１
）

　
穂
高
町
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
規
定

に
よ
り
、
市
長
が
承
認
し
た
事
業
は

次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
１９
年
３
月
の
開
発
審
査
分

�
（
承
認
日
　
平
成
１９
年
４
月
１２
日
）

■
宗
教
法
人
　
青
原
寺
の
開
発
事
業

・
場
所
　
有
明
３
４
６
１
‐１
他
５
筆

・
開
発
面
積
　
４
、３
８
９
・
６
３
㎡

・
目
的
　
壇
信
徒
会
館
の
新
築
・
庫

　
裏
の
建
替
え

■
日
本
オ
ー
ト
企
画
㈱
の
開
発
事
業

・
場
所
　
有
明
７
２
５
２
‐４
他
４
筆

・
開
発
面
積
　
４
、５
９
７
・
７
３
㎡

・
目
的
　
宿
泊
施
設
の
増
築
、
露
天

　
風
呂
の
改
修

■
林
 

義
弘
の
開
発
事
業

・
場
所
　
有
明
９
４
３
６
‐１

・
開
発
面
積
　
１
、０
０
３
・
０
０
㎡

・
目
的
　
貸
駐
車
場
「
穂
高
新
聞
販
売

　
㈱
他
の
来
客
用
・
従
業
員
用
」

�
※
開
発
面
積
は
土
地
面
積
で
す
。

　
安
曇
野
交
通
安
全
協
会
穂
高
支
部

で
は
、
運
転
免
許
更
新
者
を
対
象
に

特
定
任
意
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

こ
の
講
習
会
を
受
け
る
と
、
更
新
時

の
講
習
は
免
除
さ
れ
ま
す
。

■
日
時
　
６
月
１４
日（
木
）

■
時
間
　
午
後
７
時

　（
受
付
　
午
後
６
時
３０
分
〜
７
時
）

■
場
所
　
穂
高
会
館
第
２
会
議
室

■
受
講
対
象
者
　
平
成
１９
年
６
月
１５

　
日
〜
平
成
１９
年
１２
月
１４
日
に
免
許

　
証
更
新
と
な
る
人

※
７０
歳
以
上
と
更
新
時
に
７０
歳
に
な

　
る
人
は
、
高
齢
者
講
習
が
必
要
で

　
す
の
で
、
受
講
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■
受
講
料
　
１
、７
０
０
円

■
問
い
合
わ
せ
　
穂
高
交
番
内
安
協
穂

　
高
支
部
事
務
局
　（
℡
８２
・
２
１
５
７
）

�
市
議
会
６
月
定
例
会
を
次
の
と
お

り
開
会
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
傍
聴
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
会
期
　
６
月
７
日（
木
）〜
２５
日（
月
）

■
時
間
　
午
前
１０
時
開
会

■
問
い
合
わ
せ
　
堀
金
総
合
支
所
内

　
議
会
事
務
局
（
℡
７２
・
３
１
０
６
）

　
市
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
松
本

在
住
会
の
協
力
で
、
無
料
法
律
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
内
容
な
ど

の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
６
月
１４
日（
木
）

■
時
間
　
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時
３０
分

■
場
所
　
堀
金
総
合
支
所
１
階
相
談
室

■
相
談
人
数
　
８
人
�

■
相
談
時
間
　
１
人
２０
分

■
申
込
方
法
　
６
月
７
日（
木
）の
午
前

　
９
時
〜
正
午
ま
で
に
電
話
で
お
申

　
し
込
み
く
だ
さ
い
。
先
着
順
で
は

　
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
受
付
時
間
内

　
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
な
お
、

　
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

　
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
総
務
課
（
℡
７１
・
２
０
０
０
）

安
曇
野
市
議
会

６
月
定
例
会
　
会
期
日
程
（
予
定
）

（単位：円）入札契約結果（平成19年3月分）

無
料
法
律
相
談

特
定
任
意
講
習
会

工 　  事  　 名 工　事　個　所 請　負　者 請負代金

豊科総合支所電話交換設備更新工事

ふるさと農道緊急整備事業
烏川その２地区３工区工事

まちづくり交付金事業
市道穂高1級 4号線道路改良工事第1工区

まちづくり交付金事業
市道穂高1級 4号線道路改良工事第2工区

安曇野市下水道施設総合監視電気設備工事

豊科総合支所

堀金烏川

穂高　穂高町区

穂高　穂高町区

市内

4,725,000

�

19,425,000

�

16,800,000

�

12,285,000

�

47,250,000

サスナカ通信工業㈱
安曇野営業所

猿田建設㈱

㈱赤羽組

日東建設㈲

�

㈱明電舎長野営業所

職員の不祥事につきまして、市民の皆様にお詫び申し上げます。
�平成１８年１２月から本年４月にかけて、本市収納嘱託員による収納金の着服が行われたことが判明いた

しました。市民の皆様、関係の皆様には、大変なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し

上げます。

�市では、公金管理の重大な危機と受け止め、事実関係を調査し警察当局に告発するとともに、当人及び関

係職員を処分いたしました。現在、事件発生の原因を詳細に調査すると共に管理体制の強化に向けて対応を

進めています。今回の事件を教訓として、市職員全員が信頼回復に努め、二度とこのような不祥事を起こさ

ないよう全力を挙げて取り組んでまいります。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�安曇野市長　平林伊三郎

１　処分内容　

　 （１）被処分者　中田信行（総務部収納課市税等収納嘱託員）

　 （２）処分　懲戒免職（平成１９年５月１４日付）

　 （４）処分に至った事実の概要　

　　　　�被処分者は、市税等収納嘱託員として三郷地域の収納業務に従事していたが、平成１８年１２月か

　　　　　ら平成１９年４月までの間に集金した税金の一部７６１,５００円（５月１４日現在の状況）を着服（横領）

　　　　　し、生活費・遊興費に充てていた。

　 （５）関係職員の処分

�　　・市長、副市長及び収入役　減給１００分の１０　１月

�　　・総務部長　　　　　　　　訓告

�　　・総務部収納課長　　　　　戒告

�　　・総務部税務係長（現三郷総合支所係長）　戒告

�　　・総務部収納係長　　　　　厳重注意

２　経過

�　　滞納者への催告書を一斉送付（４月１８日）した中で、１人の滞納者から「催告書の税金は納付済である」

　　との連絡があり、事実確認を開始。４月２７日、着服を認める書面により遡って再調査。５月１４日、分限

　　懲戒審査委員会（第3回）開催。安曇野署へ告発状を提出し、公表しました。

相

談


